
 
社団法人日本口腔外科学会専門医制度規則 

                                 2004年10月20日 総会承認 

                                 2005年10月24日 一部改正 

                                 2006年10月12日 一部改正 

                                 2009年10月 8日 一部改正 

 第１章 総  則 

 （目的） 

第１条 社団法人日本口腔外科学会（以下，本学会という）は，口腔外科の専門的知識と技能を有する

歯科医師または医師を養成するとともに口腔外科医療の発展と向上を図り，国民の福祉に貢献す

るため，専門医制度を設ける． 

 （認定） 

第２条 本制度は専修医，専門医，指導医および研修施設，関連研修施設の認定を行う． 

 

 第２章 専門医制度委員会 

 （委員会の設置） 

第３条 本学会は，前条の目的を達成するため，専門医制度委員会を置く． 

 ２ 委員長および副委員長は，理事長が理事または評議員の中から選出し，理事会の議を経て委嘱

する． 

 ３ 委員会の構成および運営等は，別に定める専門医制度委員会規則による． 

 （業務） 

第４条 専門医制度委員会は，この規則によって以下の業務を所掌する． 

  １）専門医制度に関する諸問題を検討する． 

  ２）専修医・専門医資格認定審査会，研修施設資格認定審査会を置く． 

  ３）（社)日本口腔外科学会認定専修医（以下，専修医という）の認定審査を行う． 

  ４）（社)日本口腔外科学会認定専門医（以下，専門医という）の認定審査を行う． 

  ５）（社)日本口腔外科学会認定指導医（以下，指導医という）の認定審査を行う． 

  ６）（社)日本口腔外科学会認定研修施設（以下，研修施設という）および（社)日本口腔外科学会

認定関連研修施設（以下，関連研修施設という）の認定審査を行う． 

  ７）専修医，専門医，指導医および研修施設，関連研修施設の資格更新に関する審査を行う． 

  ８）専修医，専門医，指導医および研修施設，関連研修施設の資格喪失ならびに認定取消に関す

る審査を行う． 

  ９）専門医制度施行細則および専門医制度内規等の改訂に関する審議を行う． 

  10）関連学会との連絡および調整を行う． 

 

 第３章 専修医・専門医資格認定審査会 

 （業務） 

第５条 専修医・専門医資格認定審査会（以下，専門医審査会という）は，専修医・専門医の資格認定

の審査を行う． 

 ２ 専門医審査会は，専修医，専門医の審査に関して，以下の業務を所掌する． 

 １）研修カリキュラムの公示 

 ２）申請資格の審査 

 ３）認定試験の施行と評価判定 

 ４）認定審査 

 ５）申請資格審査および認定審査に必要な調査 

 ６）その他，専門医等の認定業務に必要な事項 

  

 



（組織） 

第６条 専門医審査会の構成，委員の任期および選出方法等は，専門医制度委員会規則による． 

 

 第４章 研修施設資格認定審査会 

（業務） 

第７条 研修施設資格認定審査会（以下，研修施設審査会という）は，本学会の定める研修カリキュラ

ムに従った研修を行うための研修施設および関連研修施設の資格認定の審査を行う． 

  ２ 研修施設審査会は，研修施設の審査に関して，以下の業務を所掌する． 

  １）申請資格の審査 

  ２）認定審査 

  ３）申請資格審査および認定審査に必要な調査 

  ４）その他，研修施設等の認定業務に必要な事項 

   

 （組織） 

第８条 研修施設審査会の構成，委員の任期および選出方法等は，専門医制度委員会規則による． 

 

 第５章 専修医の申請資格 

 （申請資格） 

第９条 専修医の認定を申請する者（以下，専修医申請者という）は，次の各号に定めるすべての資格

を要する． 

  １）日本国の歯科医師または医師免許証を有すること 

 ２）歯科医師または医師免許登録後，２年以上継続して本学会会員であること 

 ３）歯科医師または医師の臨床研修修了後，本学会の定める研修カリキュラムに従い，研修施設

または関連研修施設において，通算２年以上の研修を行っていること 

 ４）別に定める研修実績および診療実績を有すること 

 ２ 前項の規定にかかわらず，専門医制度委員会が認める者は，専修医の認定を申請することがで

きる． 

 

 第６章 専修医の認定 

 （申請方法） 

第10条 専修医申請者は，次の各号に定める申請書類に認定審査料を添えて，専門医審査会に提出しな

ければならない． 

 １）専修医認定申請書 

 ２）履歴書 

 ３）歯科医師または医師免許証（写） 

 ４）歯科医師または医師臨床研修修了証（写） 

 ５）研修証明書および研修施設在籍（職）証明書 

 ６）本学会２年間継続会員証明書 

 ７）研修実績報告書 

 ８）診療実績一覧表および担当症例報告書 

 ２ 専門医審査会は，必要に応じてその他の資料等の提出を求めることができる． 

 （審査ならびに認定） 

第11条 専修医の審査は，申請書類および試験によって行う． 

 ２ 専修医申請者については，専門医審査会が専修医としての適否を判定し，その結果に基づき，

専門医制度委員会が認定し，理事会に答申して承認を得るものとする. 

 ３ この規則に定めるものの他，専修医の資格審査ならびに認定方法等については別に定める． 

  

 



（認定証の交付） 

第12条 本学会は，所定の登録手続を完了した専修医申請者を（社）日本口腔外科学会認定専修医とし

て登録し，認定証を交付する． 

 ２ 認定証の有効期間は，交付の日から５年とする． 

 

 第７章 専門医の申請資格 

 （申請資格） 

第13条 専門医の認定を申請する者（以下，専門医申請者という）は，次の各号に定めるすべての資格

を要する． 

 １）日本国の歯科医師または医師免許証を有し，良識ある人格を有する者 

 ２）歯科医師または医師免許登録後，６年以上継続して本学会会員であること 

 ３）本学会専修医資格取得者であること 

 ４）歯科医師または医師の臨床研修修了後，本学会の定める研修カリキュラムに従い，研修施設

または関連研修施設において，通算６年以上，口腔外科に関する診療に従事していること 

 ５）別に定める研修実績，診療実績および論文業績を有すること 

 ２ 前項の規定にかかわらず，専門医制度委員会が認める者は，専門医の認定を申請することがで

きる． 

 

 第８章 専門医の認定 

 （申請方法） 

第14条 専門医申請者は，次の各号に定める申請書類に認定審査料を添えて，専門医審査会に提出しな

ければならない． 

 １）専門医認定申請書 

 ２）履歴書 

 ３）歯科医師または医師免許証（写） 

 ４）本学会専修医認定証（写） 

 ５）研修証明書および研修施設在籍（職）証明書 

 ６）本学会６年間継続会員証明書 

 ７）研修実績報告書 

 ８）診療実績一覧表，担当手術症例報告書および担当入院症例報告書 

 ９）論文業績目録および業績 

 10）本学会｢禁煙推進宣言」に対する同意書 

 11）手術実地審査時における当該機関の長の協力内諾書 

 ２ 専門医審査会は，必要に応じてその他の資料等の提出を求めることができる． 

 （審査ならびに認定） 

第15条 専門医の審査は，申請書類および試験によって行う．試験は，口頭試問，筆記試験および手術

等の実地審査を行うものとする． 

 ２ 専門医申請者については，専門医審査会が専門医としての適否を判定し，その結果に基づき，

専門医制度委員会が認定し，理事会に答申して承認を得るものとする. 

 ３ この規則に定めるものの他，専門医の資格審査ならびに認定方法等については別に定める． 

 （認定証の交付） 

第16条 本学会は，所定の登録手続を完了した専門医申請者を（社）日本口腔外科学会認定専門医とし

て登録し，認定証を交付する． 

 ２ 認定証の有効期間は，交付の日から５年とする． 

 

  

 



第９章 指導医の申請資格 

 （申請資格） 

第17条 指導医の認定を申請する者（以下，指導医申請者という）は，次の各号に定めるすべての資格

を要する． 

 １）専修医または専門医を指導し，口腔外科の発展と向上に資する者 

 ２）口腔外科に関する診療，教育および研究の指導が行える資質を有する者 

 ３）歯科医師または医師免許登録後，12年以上継続して本学会会員であること 

４）歯科医師または医師の臨床研修修了後，研修施設または関連研修施設において，通算12年以

上，口腔外科に関する診療に従事していること 

 ５）本学会専門医取得後３年以上，口腔外科に関する診療に従事していること 

 ６）別に定める診療実績および論文業績を有すること 

 ２ 前項の規定にかかわらず，専門医制度委員会が認める者は，指導医の認定を申請することがで

きる． 

 

 第10章 指導医の認定 

 （申請方法） 

第18条 指導医申請者は，次の各号に定める申請書類に認定審査料を添えて，専門医制度委員会に提出

しなければならない． 

 １）指導医認定申請書 

 ２）履歴書 

 ３）本学会専門医認定証（写） 

 ４）研修施設在籍（職）証明書 

 ５）本学会12年間継続会員証明書 

 ６）研修実績報告書 

 ７）診療実績一覧表 

 ８）業績目録および業績 

 ９）小論文 

 10）手術実地審査時における当該機関の長の協力内諾書 

 ２ 専門医制度委員会は，必要に応じてその他の資料等の提出を求めることができる． 

 （審査ならびに認定） 

第19条 指導医の審査は，申請書類と面接および手術等の実地審査を行うものとする． 

 ２ 指導医申請者については，専門医制度委員会が指導医としての適否を判定し，理事会に答申し

て承認を得るものとする． 

 ３ この規則に定めるものの他，指導医の資格審査ならびに認定方法等については別に定める． 

 （認定証の交付） 

第20条 本学会は，所定の登録手続を完了した指導医申請者を（社）日本口腔外科学会認定指導医とし

て登録し，認定証を交付する． 

 ２ 認定証の有効期間は，交付の日から５年とする． 

 

 第11章 研修施設ならびに関連研修施設の申請資格 

 （研修施設の申請資格） 

第21条 研修施設の認定を申請する施設（以下，申請施設という）は，次の各号に定めるすべての資格

を要する． 

 １）口腔外科疾患全般を対象とする施設であること 

 ２）研修カリキュラムに定められた口腔外科手術が，所定の件数以上行われていること 

 ３）本学会指導医が１名以上常勤し，十分な指導体制がとられていること 

４）申請施設において，口腔外科全般の研修が可能であること 

 



 ５）教育行事の開催が恒常的に行われていること 

 ２ 前項の規定にかかわらず，専門医制度委員会が認める施設の代表者は，研修施設の認定を申請

することができる． 

 （関連研修施設の申請資格） 

第22条 関連研修施設の認定を申請する施設は，研修施設に準じた施設であって，研修カリキュラムに

従った研修が行える施設とし，次の各号に定めるすべての資格を要する． 

 １）口腔外科疾患を対象とする施設であること 

 ２）研修施設との連携のもとに，研修カリキュラムに定められた口腔外科の研修が可能であるこ

と 

 ３）教育行事の開催が恒常的に行われていること 

 ２ 前項の規定にかかわらず，専門医制度委員会が認める施設の代表者は，関連研修施設の認定を

申請することができる． 

 

 第12章 研修施設ならびに関連研修施設の認定 

 （研修施設の申請方法） 

第23条 申請施設の代表者は，次の各号に定める申請書類に認定審査料を添えて，研修施設審査会に提

出しなければならない． 

 １）研修施設認定申請書 

 ２）研修施設内容説明書 

 ３）指導医の勤務証明書 

 ４）最近１年間の診療実績調書 

 ５）最近３年間の口腔外科手術症例報告書 

６）実地調査時における当該機関の長の協力内諾書 

 ２ 研修施設審査会は，必要に応じてその他の資料等の提出を求めることができる． 

 （審査ならびに認定） 

第24条 研修施設の審査は，申請書類および実地調査等を行うものとする． 

 ２ 申請施設については，研修施設審査会が研修施設としての適否を判定し，その結果を専門医制

度委員会に答申するものとする. 

 ３ 専門医制度委員会は，申請施設について答申内容を審議のうえ資格を認定し，理事会の承認を

得る者とする． 

４ この規則に定めるものの他，研修施設の資格審査ならびに認定方法等については別に定める．

 （関連研修施設の申請方法，審査ならびに認定） 

第25条 関連研修施設の申請方法，審査ならびに認定方法等については，研修施設に準ずるものとする.

 （認定証の交付） 

第26条 本学会は，所定の登録手続を完了した申請施設を（社）日本口腔外科学会認定研修施設あるい

は関連研修施設として登録し，認定証を交付する． 

 ２ 認定証の有効期間は，交付の日から５年とする． 

 

 第13章 資格の更新 

 （更新義務） 

第27条 専修医，専門医，指導医，研修施設および関連研修施設は５年毎にその資格を更新しなければ

ならない． 

 ２ 更新の申請方法，審査ならびに認定方法等については別に定める． 

  

第14章 資格の喪失ならびに認定の取消 

 （事由） 

第28条 専修医，専門医および指導医が次の事項に該当するとき，理事会の議を経て，認定を取り消す．

 



 １）正当な理由を付して専門医の資格を辞退したとき 

 ２）資格の更新を行わなかったとき 

 ３）歯科医師または医師の免許を取消したとき 

 ４）本学会会員の資格を喪失したとき 

 ５）専修医，専門医，指導医としてふさわしくない行為があったとき 

 ６）申請書類等に重大な誤りがあったとき 

 ２ 専門医制度委員会は，会員が前項第５号または第６号に該当するとき，資格喪失の認定前に当

該会員に対し，弁明の機会を与えるものとする． 

 ３ 前項第１号，第２号，第５号および第６号に該当する資格の喪失の適否については，専門医制

度委員会の議を経なければならない． 

 （認定証の返還ならびに登録の抹消） 

第29条 前条により認定を取り消された者は，速やかに本学会に認定証を返還しなければならない． 

 ２ 本学会は認定証の返還後，登録を抹消する． 

 

 第15章 研修施設の認定取消 

 （事由） 

第30条 研修施設が次の事項に該当するとき，専門医制度委員会ならびに理事会の議を経て，認定を取

消す． 

 １）指導医が２年を超えて不在の場合 

 ２）更新期日を超えて１年以内に更新を行わなかったとき 

 ３）申請書類等に重大な誤りがあったとき 

 ４）その他，専門医制度委員会が研修施設としてふさわしくないと判定したとき 

 ２ 専門医制度委員会は，研修施設が前項第３号または第４号に該当する場合，当該施設の代表者

に対し，判定する前に弁明の機会を与えるものとする． 

 ３ 関連研修施設の認定取消しについては，研修施設に準ずるものする． 

 ４ この規則に定めるものの他，研修施設および関連研修施設の認定取消し等については別に定め

る． 

 （認定証の返還ならびに登録の抹消） 

第31条 前条により認定を取り消された研修施設あるいは関連研修施設の代表者は，速やかに本学会に

認定証を返還しなければならない． 

 ２ 本学会は認定証の返還後，登録を抹消する． 

 

 第16章 補 則 

第32条 本規則は，2005年 4月 1日から施行する． 

第33条 本規則の第５章から第13章の規定は，2007年度以降の申請ならびに更新申請から適用する. 

第34条 本規則施行前に専門医あるいは指導医の資格を取得した者に対する資格更新の方法等について

は，該当者の資格取得年に応じ，理事会の議を経て別に定める． 

第35条 本規則の改訂は，理事会および評議員会の議を経て，総会の承認を得なければならない． 

 

 

 



 

社団法人日本口腔外科学会専門医制度委員会規則 

                                 2005年10月24日 総会承認 

                                 2006年10月12日 一部改正 

 

 第１章 構成および運営 

第１条 社団法人日本口腔外科学会専門医制度の施行にあたって，専門医制度規則（以下，規則という）

に定めるものの他，必要な事項については，次の規定および別に定める専門医制度施行細則によ

る． 

第２条 専門医制度委員会（以下，本委員会という）は，委員長，副委員長および委員７名計 9 名をも

って組織する． 

  ２ 本委員会委員長，副委員長および委員は，専門医審査会および研修施設審査会の委員長，副委員

長および委員を兼任することはできない。 
３ 委員長および副委員長の選出は，規則第３条２項による． 

  ４ 委員は，本学会認定指導医の資格を有する評議員の中から委員長が選出し，理事会の議を経て理

事長が委嘱する． 

第３条 委員長，副委員長および委員の任期は２年とし，再任を妨げない． 

  ２ 前項の委員に欠員を生じたとき，理事長は速やかにこれを補充する． 

  ３ 補充によって選任された委員の任期は，前任者の残任期間とする． 

第４条 委員長は委員会を招集し，その議長となる． 

  ２ 委員長に事故あるとき，副委員長が，その職務を代行する． 

第５条 本委員会は規則第４条に掲げる業務を所掌するほか，理事会の諮問事項について審議し，答申す

る． 

  ２ 本委員会は，委員３分の２以上が出席しなければ，会議を開き議決することができない． 

  ３ 本委員会の議事は，出席委員の過半数をもって決し，可否同数のときは，委員長の決するところ

による． 

第６条 本委員会は必要に応じ，委員以外の者に出席を求め，意見を聴取することができる． 

第７条 規則第 4 条第２号により，本委員会に，専修医・専門医資格認定審査会、研修施設資格認定審

査会を置き、本学会地方会において委員を選出する． 
  ２ 本委員会に，特定の事項について審議するため，小委員会を置くことができる． 

第８条 この規則に定めるものの他，本委員会の運営に関し必要な事項は，理事会の議を経て理事長が定

める． 
 

 第２章 専修医・専門医資格認定審査会 

第９条 専修医・専門医資格認定審査会（以下，専門医審査会という）は，規則第５条により，専修医，

専門医の認定およびこれに関連する事項を審議し，所掌する． 

第10条 専門医審査会は，委員 21 名をもって組織し、委員の地方会別構成定数は、北日本地方会３名、

関東地方会６名、中部地方会３名、近畿地方会３名、中国・四国地方会３名、九州地方会３名と

する. 

  ２ 委員は，各地方会において選出し、本委員会および理事会の議を経て，理事長が委嘱する． 

  ３ 委員の任期は２年とし，再任を妨げない． 

  ４ 委員の改選は，各地方会の委員定数の３分の１を２年ごとに改選するものとする． 

  ５ 委員は，指導医でなければならない． 

第11条 専門医審査会の委員長ならびに副委員長は，本委員会委員長が前条の地方会選出委員の中から選

出し，理事会の議を経て，理事長が委嘱する． 

 



  ２ 委員に欠員を生じたとき，本委員会委員長は速やかにこれを補充する． 
３ 補充によって選任された委員の任期は，前任者の残任期間とする． 

第12条 専門医審査会は，委員の３分の２以上の出席をもって成立する． 

  ２ 議事は，出席委員の過半数をもって決し，可否同数のときは，委員長の決するところによる． 

第13条 この規則に定めるものの他，専修医・専門医の資格認定施行等に関し必要な事項は，別に定める

専門医制度施行細則による． 
 

 第３章 研修施設資格認定審査会 

第14条 研修施設資格認定審査会（以下，研修施設審査会という）は，規則第７条により，研修施設およ

び関連研修施設の認定およびこれに関連する事項を審議し，所掌する． 

第 15 条 研修施設審査会は，委員 14 名をもって組織し、委員の地方会別構成定数は、北日本地方会２

名、関東地方会４名、中部地方会２名、近畿地方会２名、中国・四国地方会２名、九州地方会２

名とする. 

  ２ 委員は，各地方会において選出し、本委員会および理事会の議を経て，理事長が委嘱する． 

  ３ 委員の任期は２年とし，再任を妨げない． 

  ４ 委員の改選は，各地方会の委員定数の半数を２年ごとに改選するものとする． 

  ５ 委員は，指導医でなければならない． 

第16条 研修施設審査会の委員長および副委員長は，本委員会委員長が前条の地方会選出委員の中から選

出し，理事会の議を経て，理事長が委嘱する． 

２ 委員長は、委員に欠員を生じたときは速やかにこれを補充する． 

  ３ 補充によって選任された委員の任期は，前任者の残任期間とする． 

第17条 研修施設審査会は，委員の３分の２以上の出席をもって成立する． 

  ２ 議事は，出席委員の過半数をもって決し，可否同数のときは，委員長の決するところによる． 

第18 条 この規則に定めるものの他，研修施設資格認定施行等に関し必要な事項は，別に定める専門医制

度施行細則による． 
  

 第４章 補  則 

第19条 本規則は，2005 年 10 月 24 日から施行する． 

第20条 本規則の改訂は，理事会の議を経て，評議員会の承認を得なければならない． 

 

 



 
社団法人日本口腔外科学会専門医制度施行細則 

2005年10月24日 総会承認 
2006年10月12日 一部改正 

2007年 9月28日 一部改正 

2008年10月19日 一部改正 

2009年10月 8日 一部改正 

   第１章 総  則 
第１条 社団法人日本口腔外科学会専門医制度の施行にあたって，専門医制度規則（以下，規則という）

に定めるものの他，必要な事項については，この細則による． 
第２条 本細則に定めるものの他，専門医認定施行等に関し必要な事項は別に定める． 
 

   第２章 専門医審査会 
第３条 専門医審査会は，規則第５条により，以下の業務を行う． 

２ 次年度の専修医，専門医，指導医の認定業務に関する要項を作成する． 
  ３ 専修医，専門医の認定に必要な資格について申請書類を審査し，適否を判定する． 
  ４ 専修医，専門医の認定に必要な筆記試験問題を作成し，試験を実施し評価する． 
  ５ 専門医の認定に必要な口頭試問および手術等の実地審査を行い，評価する． 
第４条 専門医審査会委員長は，試験および実地審査の委員ならびに委員の担当地域を定める． 
  ２ 委員が申請者の所属する研修施設等に関連しているとき，その申請者についての試験評価と実地

審査ならびに判定はできないものとする．  
第５条 専門医審査会は，申請書類の正本を，受理した日から５年間，本学会事務局に保管する． 
第６条 本細則に定めるものの他，専修医，専門医の認定に必要な資格審査および試験の実施方法等につ

いては，別に定める． 
 
   第３章 研修施設審査会 
第７条 研修施設審査会は，規則第７条により，以下の業務を行う． 

２ 次年度の研修施設および関連研修施設の認定業務に関する要項を作成する． 
３ 研修施設および関連研修施設の認定に必要な資格について申請書類を審査し，適否を判定する．

４ 研修施設および関連研修施設の認定に必要な資格について実地調査し，適否を評価する． 
第８条 研修施設審査会委員長は，実地調査の委員ならびに委員の担当地域を定める． 
  ２ 委員が申請者の所属する研修施設等に関連しているとき，その申請者についての審査と実地調査

ならびに評価はできないものとする．  
第９条 研修施設審査会は，申請書類の正本を，受理した日から５年間，本学会事務局に保管する． 
第 10 条 本細則に定めるものの他，研修施設および関連研修施設の認定に必要な審査の実施方法等につい

ては，別に定める． 
 
   第４章 専修医の認定 

第１節 専修医の申請資格 
第 11 条 専修医の認定を申請する者（以下，専修医申請者という）の資格については，規則第９条に定

めるものの他，次の各条について審査する． 
第 12 条 規則第９条第３号に規定する研修期間「通算２年以上」は，専修医申請者が研修施設に在籍

（職）した期間であること． 
  ２ 前項の規定にかかわらず，専修医申請者が関連研修施設または専門医が常勤で在籍する医療施設

（以下「関連研修施設等」という）に在籍（職）した期間があるときは，その在籍（職）期間を４

分の３に換算して研修期間に通算することができる． 

 



  ３ 前項に該当する申請は，次に掲げる証明書を添付しなければならない． 

   １）関連研修施設等の機関の長が発行する在籍（職）証明書もしくは勤務期間証明書． 
   ２）関連研修施設等の専門医（指導医）による研修証明書． 
第 13 条 専修医申請者は，次の各号に定める項目について，所定の研修実績を修めなければならない．

１）学会参加・発表；本学会が主催する総会または地方会に参加しなければならない．更に，本学

会が主催する総会または地方会，あるいは指定する関連学会（別表 3）のいずれかで筆頭者と

して発表しなければならない. 
２）研修会参加；本学会が主催する教育研修会あるいはリフレッシュセミナーに参加しなければならない.
３）救命救急研修；米国心臓協会（AHA），日本救急医学会あるいは各種医療機関のいずれかが実

施する一次救命救急処置(BLS)の研修会に参加しなければならない．  

第 14 条 専修医申請者は，次の各号に定める項目について，所定の診療実績を修めなければならない．

１）診断 
（１）炎症，嚢胞，腫瘍，外傷，顎関節疾患等について検査を含めた診断に至る過程の症例レ

ポ－ト  10 例（各分野 1 例を含む） 
２）周術期管理 

（１）全身疾患を有する患者の外来手術管理レポート  5 例 
（２）入院手術管理症例レポート  5 例 

３）手術管理 
（１）執刀手術：本学会認定指導医あるいは専門医の下で，以下に示す手術の４分野から合計 30

例以上の執刀手術を経験する．なお，抜歯症例においては埋伏歯の抜歯手術以外は含まな

いものとする． 
イ）埋伏歯の抜歯手術，歯根尖切除手術，歯の再植術，歯の移植術，歯の萌出誘導術から

15 例以上． 
ロ）歯肉・歯槽部腫瘍手術(エプーリスを含む)，嚢胞摘出手術，嚢胞開窓術，歯槽骨整形

手術，骨瘤除去手術から ５例以上． 
ハ）消炎手術から ３例以上． 
ニ）顎堤形成術（口腔前庭形成手術），浮動歯肉切除術，小帯形成術，腐骨除去手術(歯

槽部)，唾石摘出術，歯・歯槽骨の非観血的整復固定術（歯牙結紮，顎間固定な

ど），軟組織損傷に対する切除・縫合などの処置，歯槽骨骨折観血的整復術，口腔

内軟組織異物除去術，顎骨内異物除去術，徒手的顎関節授動術，歯科インプラント

植立手術やインプラント除去術，歯周外科手術（歯肉切除，歯肉剥離掻爬術）等の

手術に準ずるものから ５例以上． 
（２）経験手術：本学会認定指導医あるいは専門医の下で，専門医手術難易度区分表（別表

5）の３分野【（１）執刀手術のイ）からニ）の手術を除く】以上にわたる手術を，手術

助手以上の責務を負って各分野から５例以上経験する． 
  ２ 規則第 10 条第８号に規定する診療実績一覧表および担当症例報告書については，申請者の所属

する研修施設の指導医もしくは関連研修施設等の専門医（指導医）の証明を必要とする． 

第２節 専修医の認定方法 
第 15 条 書類審査により受験申請資格ありと認められた専修医申請者に対し，試験を行う． 
   １）試験は，口腔外科疾患全般の診断と治療および入院患者の全身管理等について筆記により行う． 
   ２）試験の実施と評価は各地域を担当する専門医審査会委員が行い，その結果を専門医審査会に報

告する 
   ３）試験の実施方法等は別に定める． 
第 16 条 専修医としての適否の評価は専門医審査会が行う．適否の評価は出席委員の３分の２以上の賛

成によるものとし，その結果を専門医制度委員会に答申する． 

 



   
 第５章 専門医の認定 

第１節 専門医の申請資格 
第 17 条 専門医の認定を申請する者（以下，専門医申請者という）の資格については，規則第 13 条に

定めるものの他，次の各条について審査する． 
第 18 条 規則第 13 条第４号に規定する研修期間「通算６年以上」は，専門医申請者が研修施設に在籍

（職）した期間であること． 
  ２ 前項の規定にかかわらず，専門医申請者が関連研修施設に在籍（職）した期間があるときは，そ

の在籍（職）期間を４分の３に換算して研修期間に通算することができる． 
３ 前項に該当する申請は，次に掲げる証明書を添付しなければならない． 

   １）関連研修施設の機関の長が発行する在籍（職）証明書もしくは勤務期間証明書 
   ２）関連研修施設において口腔外科に関連した診療に従事した旨の研修施設専門医(指導医)の証明書 
  ４ 専門医申請者が，指導医の指示または許可を得て，研修施設以外の医療施設または外国の医療施

設等において，口腔外科に関連した診療に従事した場合は，専門医審査会において調査の上，その

在籍期間を換算して，研修期間に通算することができる． 

  ５ 前項に該当する申請は，次の各号に掲げる証明書を添付しなければならない． 
   １）当該医療施設において口腔外科に関連した診療に従事した旨の研修施設指導医の証明書 
   ２）当該医療施設の機関の長が発行する在籍（職）証明書もしくは勤務期間証明書 
第 19 条 専門医申請者は，次の各号に定める項目について，所定の研修実績を修めなければならない．

１）学会参加・発表；本学会が主催する総会および地方会にそれぞれ参加しなければならない．ま

た，専修医取得後，そのいずれかで筆頭者として発表を行わなければならない．本学会が主催

する総会および地方会または指定する関連学会（別表 3）への参加・発表により別表 1 に定め

る単位 75 単位以上の研修実績を修めなければならない．  
２）研修会参加；本学会が主催する教育研修会およびリフレッシュセミナーにそれぞれ参加しなけ

ればならない． 
３）全身管理研修；本学会が認定する施設内の手術部あるいは麻酔・救急・集中治療等に係わ

る施設において一定期間，全身管理，特に呼吸管理を研修しなければならない． 
４）救命救急研修；米国心臓協会（AHA）あるいは日本救急医学会が実施する救命救急の研修会に

参加しなければならない． 

第 20 条 専門医申請者は，次の各号に定める項目について，所定の診療実績を修めなければならない．

１）口腔外科手術：本学会認定指導医あるいは専門医の下で，以下の A～F の分野から合計 100 例

以上の執刀手術を経験しなければならない．なお，執刀手術の要件としては手術において執刀

者として主体的に責務を負う者とする．執刀手術は，手術難易度区分表（別表 5）の各分野の

手術について，下記に定めた症例数を要するものとし，そのうちの 40 症例以上が中難度手術

あるいは高難度手術でなければならない． 
A．  歯・歯槽外科手術・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・10 例以下

B－１．消炎手術 
B－２．良性腫瘍，嚢胞，腫瘤形成性疾患等の手術 
B－３．唾液腺関連手術 
B－４．上顎洞関連手術 
C．  顎顔面外傷手術・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 5 例以上 
D－１．顎矯正手術  
D－２．顎顔面骨延長術 
D－３．顎関節手術および関連処置 
E．  癌／前癌病変の手術・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 5 例以上

・・・・・・・・・・・・・・・・・・10 例以上

・・・・・・・・・・・・20 例以上

 

 



 
F－１．補綴前外科手術，歯槽骨延長術 
F－２．唇顎口蓋裂手術 
F－３．再建外科手術 
F－４．口腔・顎・顔面インプラント手術 

・・・・・・・・・・・・・・・・・10 例以上

２）入院症例の管理：担当医として手術難易度区分表（別表５）の各分野から合計 50 例以上の入

院症例の管理を経験しなければならない． 
A．  歯・歯槽外科手術   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・10 例以下

B－１．消炎手術          
B－２．良性腫瘍，嚢胞，腫瘤形成性疾患等の手術 
B－３．唾液腺関連手術 
B－４．上顎洞関連手術 
C．  顎顔面骨骨折手術  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 5 例以上

・・・・・・・・・・・・・20 例以上

D－１．顎矯正手術  
D－２．顎顔面骨延長術 
D－３．顎関節手術および関連処置 
E－１．癌／前癌病変の手術・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 5 例以上

F－１．補綴前外科手術，歯槽骨延長術 
F－２．唇顎口蓋裂手術 
F－３．再建外科手術 
F－４．口腔・顎・顔面インプラント手術 

３）口腔外科症例の管理・診断：口腔外科の管理・診断症例として，下記に定めた要件を満たし，

10 例以上経験しなければならない． 
G－１．口腔顔面痛 
G－２．顎口腔機能障害 
G－３．全身疾患の口腔症状 
G－４．口腔粘膜疾患 
H－１．気道管理；周術期の気管内挿管，気管切開などの気道確保を含む． 
H－２．栄養管理；高カロリー輸液や経腸栄養法などの栄養管理． 

 ２ 規則第 14 条第８号に規定する診療実績一覧表，担当手術症例および担当入院症例の報告書につ

いては，申請者の所属する研修施設等の指導医の証明を必要とする． 
第 21 条 専門医申請者は，次の各号に定める論文業績を有していなければならない． 
   １）口腔外科学に関して３編以上の学術論文を発表すること．但し，日本口腔外科学会雑誌掲載論

文１編を含むものとする．３編のうち１編は，筆頭著者として，日本口腔外科学会雑誌もしく

は Asian Journal of Oral and Maxillofacial Surgery に掲載されたものでなければならない． 
   ２）別表４に定める「指定学術雑誌」に掲載された口腔外科学に関する論文は業績として認める．

ただし，「指定学術雑誌」以外の論文については，専門医審査会の審査により，論文業績として

認めることがある. 
 

第２節 専門医の認定方法 

第 22 条 書類審査により受験申請資格ありと認められた専門医申請者に対し，試験を行う． 

   １）試験は，医の倫理，口腔外科全般，入院症例の全身管理および救急蘇生法等について，口頭試

問，筆記および手術等の実地審査により行う． 
   ２）試験の実施と評価は，専門医審査会が行い，その結果を専門医制度委員会に答申する． 
   ３）試験の実施方法等は別に定める． 

・・・・・・・・・・・・・・・・・5 例以上

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・5 例以上

・・・・・・・・・・・・・５例以上(各項目１症例以上）

５例以上 (各項目

１症例以上) 

 



第 23 条 専門医としての適否の判定は専門医審査会が行うものとし，その結果を専門医制度委員会に答

申するものとする． 
  ２ 専門医制度委員会は，答申内容を審議のうえ専門医資格を認定し，理事会に答申する． 
   
   第６章 指導医の認定 

第１節 指導医の申請資格 
第 24 条 指導医の認定を申請する者（以下，指導医申請者という）の資格については，規則第 17 条に

定めるものの他，次の各条について審査する． 
第 25 条 規則第 17 条第４号に規定する研修期間「通算 12 年以上」は，指導医申請者が研修施設に在籍

（職）した期間であること． 
  ２ 前項の規定にかかわらず，指導医申請者が関連研修施設に在籍（職）した期間があるときは，そ

の在籍（職）期間を４分の３に換算して研修期間に通算することができる． 
  ３ 前項に該当する申請は，次の各号に掲げる証明書を添付しなければならない． 
   １）関連研修施設の機関の長が発行する在籍（職）証明書もしくは勤務期間証明書 
  ４ 指導医申請者が，研修施設以外の医療施設または外国の医療施設において，口腔外科に関連した

診療に従事した場合は，専門医制度委員会において調査の上，研修期間に通算することができる．

  ５ 前項に該当する申請は，第 18 条第５項に準じた証明書を添付しなければならない． 
第 26 条 指導医申請者は，申請前の３年間において，次の各号に定める項目について，所定の研修実績

を修めなければならない． 
１）学会参加・発表；本学会が主催する総会，地方会または指定する関連学会（別表 3）へ参加あ

るいは発表し，別表 1 に定める単位 75 単位以上の研修実績を修めなければならない． 
２）研修会参加：本学会が主催する教育研修会およびリフレッシュセミナーにそれぞれ参加しなけ

ればならない． 
第 27 条 指導医申請者は，専門医資格取得後，所定の診療実績を修めなければならない． 

１）口腔外科手術：手術難易度区分表（別表 5）のうち，中難度手術あるいは高難度手術を 60 症

例以上，執刀しなければならない． 

第 28 条 指導医申請者は，次の各号に定められた論文業績を有していなければならない． 
１）申請前の 10 年間，口腔外科学に関して 10 編以上の学術論文を発表すること．10 編のうち３

編は，日本口腔外科学会雑誌もしくは Asian Journal of Oral and Maxillofacial Surgery に掲

載されたものでなければならない．また，10 編のうち筆頭論文３編，内１編は日本口腔外科

学会雑誌掲載論文を含むものとする． 

   ２）別表４に定める「指定学術雑誌」に掲載された口腔外科学に関する論文は業績として認める．

ただし，「指定学術雑誌」以外の論文については，専門医制度委員会の審査により，論文業績

として認めることがある． 
   ３）日本口腔外科学会雑誌もしくは Asian Journal of Oral and Maxillofacial Surgery に筆頭著者

として掲載された原著論文は，論文業績２編として換算する． 

第２節 指導医の認定方法 

第 29 条 書類審査により申請資格ありと認められた指導医申請者に対し，面接および手術実地審査を行

う． 
１）面接は，良識ある人格を有する口腔外科指導医としての抱負を問う． 
２）面接および手術実地審査の実施ならびに評価は，専門医制度委員会が行い，実施方法等は別に

定める． 

第 30 条 規則第 18 条第９号に規定する小論文の課題は，専門医制度委員会が指定する． 

第 31 条 指導医としての適否の判定は，専門医制度委員会が行う．適格の判定は出席委員の３分の２以上

 



の賛成によるものとし，その結果を理事会に答申する． 
 

   第７章 研修施設ならびに関連研修施設の認定 

第１節 研修施設ならびに関連研修施設の申請資格 

第 32 条 研修施設の認定を申請する施設の資格については，規則第 21 条に定めるものの他，次の各条

について審査する． 
第 33 条 研修施設は，研修カリキュラムに則した口腔外科疾患の診断と治療に必要な診療設備を有し，

セミナーや集談会などが定期的に開催されていることを要する． 
第 34 条 研修施設は，申請前の１年間において，次の各号に定める診療実績を有していなければならな

い． 
   １）全身麻酔下あるいは静脈内鎮静法による口腔外科手術  50 例以上 
     ただし、静脈内鎮静法による口腔外科手術は 20 例までとする. 
   ２）口腔外科疾患入院症例  80 例以上 
第 35 条 関連研修施設の認定を申請する施設の資格については，規則第 22 条に定めるものの他，次の

各項について審査する． 
 ２ 関連研修施設は，有床の医療機関とし，本学会認定専門医が常勤するかもしくは本学会認定指

導医が定期的に口腔外科疾患の診療に従事することを要する． 
    ３ 関連研修施設は，申請前の１年間において，次の各号に定める診療実績を有していなければな

らない． 
   １）全身麻酔下の口腔外科手術 20 例以上 
   ２）口腔外科疾患入院症例   30 例以上 

第２節 研修施設ならびに関連研修施設の認定方法 
第 36 条 書類審査により申請資格ありと認められた研修施設ならびに関連研修施設に対し，実地調査を

行う． 
   １）実地調査の実施と評価は，研修施設審査会がおこない，実施方法等は別に定める． 

第37条 研修施設ならびに関連研修施設としての適否の判定は，研修施設審査会が行うものとし，その結

果を専門医制度委員会に答申する．適否の判定は出席委員の３分の２以上の賛成によるものとす

る． 
  ２ 専門医制度委員会は答申内容を審議のうえ施設資格を認定し，その結果を理事会に答申する． 

３ 常勤指導医が１名の研修施設において，認定後に指導医が欠員になった場合あるいは認定時の

指導医が他の指導医と交替した場合は，直ちに専門医制度委員会に届け出なければならない． 
 
    
   第８章 資格の更新 

第１節 資格更新の申請方法 
第 38 条 専修医，専門医，指導医の資格更新を申請する者は，次の各号に定める申請書類に，資格更新

審査料を添えて専門医制度委員会に提出しなければならない． 
１）資格更新申請書 
２）履歴書 
３）最近５年間の研修実績報告書 
４）認定証 本書 

２ 指導医の資格更新申請は，指導実績報告書を提出しなければならない． 
第 39 条 研修施設または関連研修施設の資格更新を申請する施設代表者は，次の各号に定める申請書類

に，資格更新審査料を添えて専門医制度委員会に提出しなければならない． 
１）研修施設または関連研修施設資格更新申請書 

 



２）研修施設または関連研修施設内容説明書 
３）指導医または専門医の勤務証明書 
４）最近５年間の診療実績調書 
５）最近５年間の口腔外科手術症例報告書 
６）最近５年間の研修・指導実績調書 
７）認定証 本書 

第２節 資格更新の審査ならびに認定方法 
第 40 条 資格更新の審査は，専門医制度委員会が申請書類により行う．適否の判定は，出席委員の３分

の２以上の賛成によるものとし，理事会に答申し承認を得るものとする． 
第 41 条 所定の更新手続を完了した申請者は，（社）日本口腔外科学会認定専修医，専門医，指導医，研

修施設および関連研修施設として引続き登録され，認定証を交付される． 
第３節 資格更新の要件 

第 42 条 専修医，専門医，指導医の資格更新の要件は，次の各号を満たすものとする． 
１）専修医の資格更新を申請する者は，本学会が主催する総会または地方会へ参加あるいは発表

し，別表 2 に定める単位 60 単位以上の研修実績を修めなければならない． 
２）専門医の資格更新を申請する者は，別表 2 に規定する学会への参加あるいは発表，および論文発表

により，100 単位以上の研修実績を修めなければならない．更に，本学会が主催する教育研修会あ

るいはリフレッシュセミナー，ハンズオンコース，ミニレクチャーまたは本学会が共催する研修

会などに参加し 20 単位以上の研修実績を修めなければならない. 
３）指導医の資格更新を申請する者は，前号２）の要件に加え，学会発表・論文発表・手術実施記

録等を記載した指導実績報告書を提出しなければならない．なお，指導医であって申請時満６

０歳を超えた者は更新を要しない． 
第 43 条 研修施設または関連研修施設の資格更新の要件は，本細則第 32 条，33 条，34 条，35 条に定

めるものの他，次の各号の研修・指導実績を満たすものとする． 
１）本学会の主催する総会または地方会もしくは指定する関連学会（別表 3）において，研修施設

として５演題以上の発表実績を有すること．ただし，本学会の主催する総会もしくは国際口腔

顎顔面外科学会関連学会ならびにアジア口腔顎顔面外科学会における発表１演題は２演題とし

て換算する． 
２）研修施設として口腔外科学に関して３編以上の学術論文を発表すること．ただし，（社）日本

口腔外科学会雑誌あるいは Asian Journal of Oral and Maxillofacial Surgery に掲載された論

文１編は２編として換算する． 
３）関連研修施設の資格更新の要件は，前号１）ならびに２）に準ずる実績を修めなければならな

い． 

第４節 資格更新の保留 
第 44 条 資格更新を申請予定の者が，所定の期間内に必要な要件を満足できなかったときには，専門医

制度委員会へ資格更新保留申請書を提出し，許可を受けなければならない． 
２ 前項の保留申請が許可されたとき，その保留期間は１年を限度とし，これを超えたときは資格を

喪失する．ただし，専門医制度委員会が特段の事由があると認めたときは再延長することができ

る． 
   

 第９章 補 則 
第 45 条 この細則は，2005 年 10 月 24 日から施行する． 
第 46 条 審査料，登録料，更新審査料等の金額は，別に定める． 
第 47 条 この細則の改訂は，理事会の議を経て，評議員会の承認を得なければならない． 

 



別表１ 申請のための研修単位基準 

 

（１）学会出席【学会参加証を必要とする】 

 本学会学術大会（総会）             20 単位 

 本学会地方会                  10 単位 

 関連学会学術大会（総会）            10 単位 

 関連学会学術大会（地方会）            5 単位 

 日本歯科医学会総会あるいは日本医学会総会     5 単位 

 国際口腔顎顔面外科学会（総会）         15 単位 

 アジア口腔顎顔面外科学会（総会）        15 単位 

 大韓口腔顎顔面外科学会（総会）         15 単位 

 国際口腔顎顔面外科学会の関連する学会（総会）  10 単位 

 各大学主催の学内学術集会             5 単位 

 

（２）学会発表【上記（１）に定める学会に限る】 

筆頭発表者                   10 単位 

共同発表者                    5 単位 

 

 

 

 

別表２ 資格更新のための研修単位基準 

 

（１）学会出席【学会参加証を必要とする】 

本学会学術大会（総会）             20 単位 

本学会地方会                  10 単位 

関連学会学術大会（総会）             5 単位 

関連学会学術大会（地方会）            3 単位 

日本歯科医学会総会あるいは日本医学会総会     3 単位 

国際口腔顎顔面外科学会（総会）         15 単位 

アジア口腔顎顔面外科学会（総会）        15 単位 

大韓口腔顎顔面外科学会（総会）         15 単位 

国際口腔顎顔面外科学会の関連する学会（総会）   5 単位 

 

（２）学会発表【上記(１)に定める学会および各大学主催の学内学術集会(口腔外科学関係)】 

筆頭発表者                   10 単位 

共同発表者                    5 単位 

 

 



（３）論文 

 

 和文論文 本学会誌    原著論文   筆頭著者      20 単位 

          共著者       10 単位 

      その他の論文 筆頭著者      10 単位 

             共著者        5 単位 

 

その他の指定雑誌  原著論文   筆頭著者      10 単位 

             共著者        5 単位 

その他の論文 筆頭著者       5 単位 

共著者        3 単位 

 

 英文論文 IAOMS 及びアジア AOMS の雑誌 

原著論文   筆頭著者      20 単位 

共著者       10 単位 

その他の論文 筆頭著者      10 単位 

共著者        5 単位 

 

その他の指定雑誌  原著論文   筆頭著者      15 単位 

共著者        8 単位 

その他の論文 筆頭著者       8 単位 

共著者        3 単位 

 

（４）本学会主催の教育研修会などへの参加【修了証を必要とする】 

教育研修会                         15 単位 

歯科臨床医リフレッシュセミナー                5 単位 

ハンズオンコース                       5 単位 

ミニレクチャー                        5 単位 

（５）本学会が共催する研修会などへの参加【修了証を必要とする】  5 単位 

          

 



別表３ 指定する関連学会 

21．日本歯科心身医学会 11．日本小児口腔外科学会 １．日本口腔科学会 

22．日本臨床口腔病理学会 12．日本化学療法学会 ２．日本口腔診断学会 

23．日本顎顔面インプラント学会 13．日本歯科薬物療法学会 ３．日本癌学会 

24. 日本口腔顎顔面外傷学会 14．日本歯科麻酔学会 ４．日本癌治療学会 

25．日本レーザー歯学会 15．日本顎顔面補綴学会 ５．日本頭頸部癌学会 

26．日本睡眠学会 16．日本歯科放射線学会 ６．日本口腔腫瘍学会 

27．国際口腔顎顔面外科学会及びそ

の関連学会 

17．日本歯科医学会 ７．日本形成外科学会 

18．日本医学会 ８．日本口蓋裂学会 

28．各大学主催の学内学術集会 19．日本口腔粘膜学会 ９．日本顎変形症学会 

20．日本有病者歯科医療学会 10．日本顎関節学会 
 

注：国際口腔顎顔面外科学会関連学会〔アジア口腔顎顔面外科学会,アメリカ口腔顎顔面外科学会,ヨー

ロッパ頭蓋顎顔面外科学会，大韓口腔顎顔面外科学会〕 

別表４ 指定する論文掲載雑誌 

国 内 雑 誌 外 国 雑 誌 

１．日本口腔外科学会雑誌 

２．日本口腔科学会雑誌 

３．日本口腔診断学会雑誌 

４．Cancer Science 

５．International Journal of Clinical 

Oncology 

６．頭頸部癌 

７．日本口腔腫瘍学会雑誌 

８．日本形成外科学会誌 

９．日本口蓋裂学会雑誌 

10．日本顎変形症学会雑誌 

11．日本顎関節学会雑誌 

12．日本小児口腔外科学会雑誌 

13．日本化学療法学会雑誌 

14．日本歯科薬物療法学会雑誌 

15．日本歯科麻酔学会雑誌 

16．日本顎顔面補綴学会雑誌 

17．日本口腔粘膜学会雑誌 

18．有病者歯科医療 

19．日本歯科心身医学会雑誌 

20．Hospital Dentistry ＆  

Oral-Maxillofacial Surgery 

21．歯科放射線 

22．Oral Medicine ＆ Pathology 

23．日本顎顔面インプラント学会雑誌 

24．口腔顎顔面外傷 

25. Oral Radiology 

26. Oral Science International 

27．日本レーザー歯学会誌 

28．各大学学内誌（口腔外科学，特に臨床面に

関連する論文・要別刷） 

１．International Journal of Oral and 

Maxillofacial Surgery 

２．Journal of Oral and Maxillofacial  

Surgery（AAOMS） 

３．British Journal of Oral and  

Maxillofacial Surgery 

４．The Asian Journal of Oral and  

Maxillofacial Surgery 

５．Oral Surgery, Oral Medicine, Oral  

Pathology, Oral Radiology, and 

Endodontology 

６．Journal of Cranio-Maxillofacial Surgery 

７．大韓口腔顎顔面外科学会雑誌 

８．Oral Oncology 

９．The Cleft Palate-Craniofacial Journal 

10．Oral Diseases 

11. Journal of Oral Pathology & Medicine 

12. Head & Neck 

13. DentoMaxilloFacial Radiology 

 
注：学術論文は，上記に限定されるものでなく，広く口腔外科学関係雑誌掲載論文を認める．ただし，その

際は別刷の添付を必要とし，その内容が審査される． 

 




